
政
令
第
六
十
八
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
十
九

条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
四
項
並
び
に
国
家

行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
十
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
）

第
五
条
の
十
四
の
二

法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託
を
す
る
者
が
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。



一

法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
に
要
す
る
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
六
千
三
百
円

二

統
計
成
果
物
（
委
託
に
よ
り
作
成
し
た
統
計
又
は
委
託
に
よ
る
統
計
的
研
究
の
成
果
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
提
供
に
関
す
る
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光

デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百

円
ロ

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装

置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
二
十
円

三

統
計
成
果
物
の
送
付
に
要
す
る
費
用
（
当
該
送
付
を
求
め
る
場
合
に
限
る
。
）

２

法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
情
報
（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
情

報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
を
受
け
る
者
が
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

十
六
万
二
千
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
医
療
法
人
情
報
の
提
供
に
当
た
り
行
う
法
第
六
十
九
条
の
四
第



二
項
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
等
に
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

二

法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
情
報
の
提
供
に
要
す
る
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
六
千
三
百

円
三

医
療
法
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

額イ

前
項
第
二
号
イ
の
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
円

ロ

前
項
第
二
号
ロ
の
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
百
二
十
円

四

医
療
法
人
情
報
を
記
録
し
た
前
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス
ク
の
送
付
に
要
す
る
費
用
（
当
該
送
付
を
求
め

る
場
合
に
限
る
。
）

３

前
二
項
の
手
数
料
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
面
に
収
入
印
紙
を
貼
つ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
法
第
六
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
次
条
第
六
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と

い
う
。
）
に
対
し
こ
れ
ら
の
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
手
数
料
の
減
免
）



第
五
条
の
十
四
の
三

法
第
六
十
九
条
の
八
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
の
う
ち
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
業
務
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
を
行
う
公
共
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
五
号
に

規
定
す
る
公
共
法
人
を
い
う
。
）
又
は
公
益
法
人
等
（
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
公
益
法
人
等
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

三

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
又
は
民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
う
ち
、
法
第
六
十
九
条
の
三

の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
統
計
若
し
く
は
行
つ
た
統
計
的
研
究
の
成
果
を
活
用
し
て
行
う
調
査
、
学
術
研
究
若
し
く
は

分
析
又
は
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
法
人
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公

益
性
を
有
す
る
調
査
、
学
術
研
究
若
し
く
は
分
析
（
次
号
ロ
に
お
い
て
単
に
「
調
査
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
補
助
金
そ
の
他
の
資
金
を
充
て
て
行
う
も
の
（
同
号
ニ
及
び
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
補
助
調
査
等
」
と
い

う
。
）
を
行
う
も
の

イ

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
。
次
項
第
二
号
及



び
附
則
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
補
助
金
等
適
正
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等

（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
と
い
う
。
）

ロ

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
二
条
の
二
（
同
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
が
支
出
す
る
補
助
金

ハ

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
と

し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
が
交
付
す
る
補
助
金
又
は
資
金

ニ

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
三
号
に
掲

げ
る
業
務
と
し
て
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
医
療
研
究
開
発
機
構
が
交
付
す
る
助
成
金

四

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
又
は
前
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
う
ち
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
業
務
の
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
次
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
受
け
た
も
の

イ

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
第
十
五
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ

る
業
務
に
該
当
す
る
業
務



ロ

第
一
号
に
掲
げ
る
者

調
査
等
に
係
る
業
務

ハ

第
二
号
に
掲
げ
る
者

同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務

ニ

前
号
に
掲
げ
る
者

補
助
調
査
等

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
み
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
団
体

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託
を
す
る
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
手
数
料
の
額
か
ら
当
該
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
二
分
の
一
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
減
額
す
る
。

一

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
交
付
す
る
補
助
金
等
又
は
当
該
補
助
金
等
を
財
源
と
し
た
補

助
金
等
適
正
化
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
を
充
て
て
行
う
補
助
調
査
等
以
外
の
補
助
調
査
等
を
行

う
も
の

三

前
項
第
四
号
イ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）

四

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
構
成
員
と
す
る
団
体



３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
後
の
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
更
な
る
減
額
を
し
な
い
こ
と

と
す
れ
ば
、
そ
の
業
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
減
額
後
の
手
数
料
の
額
か
ら
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号

に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
の
範
囲
内
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

二
分
の
一
相
当
額

二

五
十
万
円
と
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
（
そ
の
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
百

万
円
）
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
た
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
手
数
料
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託
を
す
る
者
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

者
の
う
ち
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
手
数
料
を
免
除
す
る
。

６

第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第
六
十
九
条
の

三
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
に
委
託
を
す
る
者
は
、
当
該
減
額
又
は
免
除
を
求
め
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た



書
面
を
厚
生
労
働
大
臣
（
法
第
六
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
機
構
が
法
第
六

十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
機
構
）
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

７

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
法
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第

二
項
」
と
、
前
項
中
「
法
第
六
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
統
計
の
作
成
等
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
人
情
報
の
提
供
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
十
一
条
第
二
項
中
「
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九

号
）
」
を
「
補
助
金
等
適
正
化
法
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
十
三
第
七
項
第
一
号
中
「
及
び
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

当
該
年
度
の
被
保
険
者
情
報
活
用
等
促
進
事
業
費
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
額



第
三
十
七
条
の
十
三
第
七
項
第
二
号
中
「
ハ
ま
で
」
を
「
ニ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

当
該
年
度
の
被
保
険
者
情
報
活
用
等
促
進
事
業
費
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
額

第
三
十
七
条
の
十
三
第
八
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

被
保
険
者
情
報
活
用
等
促
進
事
業
費
額

各
市
町
村
に
お
け
る
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ

る
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
を
い
う
。

第
四
十
七
条
第
一
号
中
「
被
保
険
者
証
の
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
（
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保

険
者
番
号
を
い
う
。
第
五
十
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
二
号
中
「
被
保
険
者
証
の
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
」
に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
三
第
二
号
中
「
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
（
介
護
保
険
法
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
を
い
う
。
次

号
ロ
及
び
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
（
介
護
保
険
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
を
い
う
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ロ
中
「
介
護
保
険
の
被
保
険



者
証
の
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
」
の
下
に
「
（
介
護
保
険
法
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
を
い
う
。
）
」
を
加

え
る
。

（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
等

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
十
四
号
中
「
病
院
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
業
務
、
同
項
第
四
号
に

規
定
す
る
業
務
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
病
院
等
」
に
、
「
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
病
院
等
の
経
営
の
診
断
又
は
指

導
に
関
す
る
」
を
「
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
第
六
号
中
「
第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
関
係
業
務
」
を
「
第
百
六
十
条
第
一
項
各
号
に
掲



げ
る
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
」
の
下
に
「
（
第
百
二
十
一
条
第
二
号
に
お
い
て
「
介

護
保
険
事
業
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
介
護
保
険
法
第
百
六
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業

務
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

第
百
二
十
条
第
五
号
中
「
第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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